
＜リサーチ・プロジェクトによる現地調査・研究活動（リサーチトリップ）援助費の流れ＞
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・「現地調査研究活動援助費申請書」
※遅くとも出発の2週間前までに提出

・「教育研究活動計画書」（＊1）
※出発前日までに提出

①

提

出

バス運行費用の

見積依頼

見積提出

バス会社決定

⑤
出発時間・集合場所などの詳細の打ち合わせ

⑨
費用の支払い

⑦

⑥ ⑧
費用の請求（＊2）

「現地調査研究活動報告書」の提出

実施

②

④

③

＊1：移動中および現地で万が一事故にみまわれた際に、傷害保険の給付を受けるためのものです。
保険料は入学時に大学が支払済ですので、皆さんが新たに費用を負担する必要はありません。

＊2：バス代のほか、運転手の宿泊費・高速代金（いずれも発生した場合）が含まれています。

行き先・日程が決まったら、①～⑧の手順で手続を進めて下さい。

【注意】リサーチトリップ（リサーチ・プロジェクトのクラス単位による現地調査・研究活動）に対する貸切バスの運行は、
公務研究科教学においてクラス単位で公務の現場に入ることが、院生の研究活動やキャリア形成を考える上で
大きな意味を持っているという観点から制度化したものです。この趣旨を理解した上で、計画を具体化してください。

※申請書一式は公務研究科HPよりダウンロード

個人での申請
「大学院博士課程前期過程研究実践活動補助金」への申請が必要です。

採用になった場合、15,000円が給付されます。

詳細は｢2017年度大学院博士課程前期課程研究実践活動補助金の申請手続きについて｣を参照。

クラス単位での申請


